
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

九

四

号

高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
過
重
な
財
政
調
整
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

城

井

崇
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高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
過
重
な
財
政
調
整
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
府
の
平
成
三
十
年
版
高
齢
社
会
白
書
に
よ
る
と
、
六
十
五
歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
の
前
期
高
齢
者
（
以
下
、
「
前
期
高

齢
者
」
と
い
う
。
）
の
数
は
約
一
、
七
六
七
万
人
で
、
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は
十
三
�
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

前
期
高
齢
者
の
う
ち
、
お
よ
そ
八
割
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
が
六
十
五
歳
に
到
達
し

始
め
た
平
成
二
十
四
年
以
降
、
前
期
高
齢
者
数
は
高
水
準
で
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
前
期
高
齢
者
に
か
か
る
医
療
費
の

増
加
に
よ
る
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
負
担
が
増
大
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

会
社
を
退
職
し
た
人
な
ど
が
多
く
加
入
す
る
国
民
健
康
保
険
で
は
、
前
期
高
齢
者
の
増
加
に
と
も
な
い
医
療
費
が
増
大
し
、

財
政
を
圧
迫
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
平
成
二
十
年
四
月
の
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
に
お
い
て
、
健
保
組
合
や

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
前
期
高
齢
者
の
加
入
率
（
〇
歳
か
ら
七
十
四
歳
の
総
加
入
者
に
占
め
る
前
期
高
齢
者
の
割
合
）
に
応
じ

て
財
政
負
担
を
調
整
す
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
に
か
か
る
財
政
調
整
は
、
そ
の
構
造
に
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

前
期
高
齢
者
に
か
か
る
財
政
調
整
は
、
負
担
の
不
均
衡
の
調
整
と
い
う
名
の
も
と
に
、
前
期
高
齢
者
の
加
入
率
が
全
国
平
均

よ
り
も
低
い
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
前
期
高
齢
者
納
付
金
を
拠
出
し
、
前
期
高
齢
者
の
加
入
率
が
全
国
平
均
よ
り
も
高
い
国
民

一



健
康
保
険
な
ど
が
後
期
高
齢
者
負
担
金
を
受
け
取
る
仕
組
み
で
あ
る
。

厚
生
労
働
省
保
健
局
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
六
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
、
国
民
健
康
保
険
の
前
期
高
齢
者
に
係
る
費
用
は
、
前

期
高
齢
者
給
付
金
五
�
四
兆
円
と
前
期
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
〇
�
七
兆
円
を
合
わ
せ
た
、
六
�
一
兆
円
で
あ
る
。

他
方
で
、
国
民
健
康
保
険
の
前
期
高
齢
者
に
係
る
収
入
は
、
被
用
者
保
険
の
納
付
金
で
あ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
三
�
四
兆

円
、
公
費
一
�
三
兆
円
、
前
期
高
齢
者
が
納
め
る
保
険
料
一
�
五
兆
円
を
合
わ
せ
た
、
六
�
三
兆
円
で
あ
り
、
必
要
な
額
を
二

千
億
円
程
度
超
過
し
て
い
る
。

高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
は
、
前
期
高
齢
者
の
医
療
給
付
費
と
前
期
高
齢
者
に
か
か
る
後
期
高
齢
者

支
援
金
を
合
わ
せ
た
額
を
財
政
調
整
の
対
象
と
し
て
お
り
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
に
も
加
入
者
調
整
率
が
掛
け
ら
れ
て
、
納

付
金
額
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
前
期
高
齢
者
が
負
担
す
べ
き
後
期
高
齢
者
支
援

金
を
、
加
入
者
調
整
に
よ
っ
て
増
加
し
た
人
数
分
を
、
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
肩
代
わ
り
す
る
と
い
う
過
重
な
財
政
調
整
と

な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
過
重
財
政
調
整
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
過
重
な
財
政
調
整
を
見
直
し
、
必
要
最
小
限
の
調
整
に
と
ど
め
る
べ

二



き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


